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旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第３項の規定に基づき，障害者及び

障害児（以下「障害者等」という。）を一時的に預かることにより，障害者等の保護者等の

就労支援及び育児支援並びに障害者等を日常に介護している保護者等に一時的な休息を提供

することを目的とした日中一時支援事業（以下「事業」という。）の実施に関し必要な事項

を定めるものとする。

（日中一時支援事業者の指定）

第２条 事業を実施しようとする者は，あらかじめ日中一時支援事業所指定申請書（様式第１

号）を市長に提出し，日中一時支援事業者としての指定を受けなければならない。

２ 市長は，前項の申請書の提出があった場合において，当該申請書を提出した者（以下この

条において「申請者」という。）が次の各号に定める要件を満たしているときは，日中一時

支援事業者として指定することができる。

⑴ 法第３６条の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定又は児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５の規定に基づく指定障害児通所支援事業者の

指定を受けていること。

⑵ 事業を実施する施設（以下「事業所」という。）の面積が，障害者等１人当たり３㎡以

上であること。

⑶ サービスの提供者（以下「従業者」という。）の人数が，事業を利用する障害者等の人

数に応じ，次に掲げる配置基準を満たしていること。

ア 障害者等が５人まで １人以上

イ 障害者等が６人～１０人 ２人以上

ウ 障害者等が１１人～１５人 ３人以上

⑷ 保育士の資格を有している者又は介護職員初任者研修課程若しくは居宅介護職員初任者

研修の修了者で，専らその職務に従事する職員を１名以上配置していること。

３ 市長は，第１項の規定による申請があった場合において，事業実施施設の現地調査をし，

及び当該申請の内容を審査の上，指定の可否を決定したときは，日中一時支援事業所指定決

定通知書（様式第２号）又は日中一時支援事業所不指定通知書（様式第３号）を申請者に対

し，交付するものとする。
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４ 市長は，第１項の申請があった場合において，次の各号のいずれかに該当するときは，日

中一時支援事業者としての指定をしてはならない。

⑴ 申請者が法人でないとき。

⑵ 申請者が，第４条第１項の規定により指定を取り消され，その取消しの日から起算して

５年を経過しない者（同項の規定による取消しに係る通知があった日前１年以内に申請者

である法人の役員又は事業を実施していた施設を管理する者（以下「役員等」という。）

であった者で，当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含む。）であるとき。

⑶ 申請者が，第４条第１項の規定による指定の取消しに係る通知があった日から当該取消

しをする日までの間に次条の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につ

いて相当の理由がある者を除く。）で，当該届出の日から起算して５年を経過しないもの

であるとき。

⑷ 前号に規定する期間内に次条の規定による事業の廃止の届出があった場合において，申

請者が，同号の通知の日前１年以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当

の理由がある者を除く。）の役員等であった者で，当該届出の日から起算して５年を経過

しないものであるとき。

⑸ 申請者が，指定の申請前５年以内に法第５条第１項に規定する障害福祉サービス及び法

第７７条第１項の規定による地域生活支援事業に関し，不正又は著しい不当な行為をした

者であるとき。

⑹ 申請者が，旭川市障害者移動支援事業実施要綱第２条第５項第２号から第４号までに該

当する者であるとき。

⑺ 申請者である法人において，その役員等のうちに第２号から前号までのいずれかに該当

する者のあるものであるとき。

⑻ その他市長が指定することを不適当と認めたとき。

５ 第１項の規定による指定の期間は，当該指定を受けた日から６年とする。

６ 前項の規定により指定期間経過後，引き続き事業を実施するときは，改めて第１項の規定

による指定を受けなければならない。この場合において，市長が，事業所の運営体制に変更

がないと認めたときは，日中一時支援事業所指定申請書に添付する関係書類の提出を省略す

ることができる。

（事業の変更等）

第３条 前条第３項の規定による指定を受けた日中一時支援事業者（以下「事業者」とい
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う。）は，変更があったとき，又は事業を休止若しくは廃止するときは，事業変更・休止・

廃止承認申請書（様式第４号）を市長に提出し，その承認を得なければならない。

２ 市長は，前項の規定による申請があった場合において，その内容を審査し，適当と認める

ときは，事業変更・休止・廃止承認通知書（様式第５号）を，不適当と認めたときは事業変

更・休止・廃止不承認通知書（様式第６号）を事業者に対し，交付するものとする。

３ 前項の規定により事業の休止が認められた事業者であって，当該事業を再開しようとする

ものは，事業再開承認申請書（様式第７号）を市長に提出し，その承認を得なければならな

い。

４ 市長は，前項の規定による申請があった場合において，その内容を審査し，適当と認める

ときは，事業再開承認通知書（様式第８号）を，不適当と認めたときは事業再開不承認通知

書（様式第９号）を事業者に対し，交付するものとする。

（指定の取消し等）

第４条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合においては，事業者に係る指定を取り消

し，又は期間を定めてその効力の全部若しくは一部を停止することができる。

⑴ 事業者が，不正の手段により第２条の規定による指定を受けたとき。

⑵ 報酬の請求に関し不正があったとき。

⑶ 事業者が，不適切な事業運営を行ったとき。

⑷ 事業者が，法第５０条に基づく指定障害福祉サービス事業所としての指定の取消しを受

けたとき。

⑸ 旭川市障害者移動支援事業実施要綱第４条第１項の規定により指定を取り消されたとき。

⑹ 事業者である法人の役員等が，第２条第４項第７号に該当するに至ったとき。

⑺ 次条の規定に基づく調査において，不適切な事業運営を行っていると認められ，かつ，

市長の改善命令に応じないとき。

⑻ 正当な理由がなく，次項の規定に基づく調査を拒み，妨げ，又は忌避したとき。

⑼ その他指定の取消しが必要であると市長が認めたとき。

２ 市長は，前項の規定により指定を取り消し，又はその効力を停止することを決定したとき

は，事業所指定取消通知書（様式第１０号）又は事業所指定停止通知書（様式第１０号の

２）を当該事業者に対して交付するものとする。

（調査）

第４条の２ 市長は，必要があると認めたときは，事業所その他の関係施設に立ち入り関係書
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類等の提出を求め，事業所の運営状況，事業の実施状況等を調査することができる。

２ 前項の規定に基づく調査に関し必要な事項は，市長が別に定める。

（対象者）

第５条 この事業の対象者は，旭川市内に居住し，６５歳未満の者（介護保険法（平成９年法

律第１２３号）に基づく特定疾病に該当する者を除く。）のうち，次の各号のいずれかに該

当する者とする。ただし，生活介護，就労継続支援，地域活動支援センター等の日中活動に

係るサービスを受けることができる者は，当該サービスの利用を優先するものとする。

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体障害

者手帳の交付を受けている高等養護学校その他これに類する学校に在籍している者又は

１８歳未満の者

⑵ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）に

基づく療育手帳の交付を受けている者

⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２

項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者，又はこの者と同等の障害

を有すると認められる者

⑷ その他市長が必要と認めた者

（利用の申請）

第６条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者及び代理人（以下「利用申請者」と

いう。）は，日中一時支援事業利用申請書（様式第１１号。以下「利用申請書」という。）

に次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。

⑴ 障害者等が１８歳以上の者であるとき。 当該障害者等及びその配偶者に係る市町村民

税の課税状況がわかる書類

⑵ 障害者等が１８歳未満の者であるとき。 当該障害者等が属する住民基本台帳上の世帯

全員に係る市町村民税の課税状況がわかる書類

２ 市長は，前項各号に掲げる書類につき，当該書類に係る障害者等又は当該障害者等が属す

る住民基本台帳上の世帯全員の同意を得たときは，これらの者に係る市町村民税の課税状況

ついて調査することができる。この場合において，利用申請者は，利用申請書に添付する書

類の提出を省略することができる。

（利用の決定通知等）
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第７条 市長は，前条の規定による申請があったときは，速やかに内容を審査し，利用の可否

を決定したときは，日中一時支援事業支給決定通知書（様式第１２号。以下「決定通知書」

という。）又は日中一時支援事業利用不承認通知書（様式第１３号）を利用申請者に交付す

るとともに，支給の決定をした障害者等（以下「利用者」という。）を日中一時支援事業利

用者名簿（様式第１４号）に登載するものとする。

（支給決定期間及び更新申請）

第８条 前条の規定による支給決定の期間は，当該決定を行った日から起算して１年以内とす

る。

２ 利用者が支給決定の期間満了後，引き続き事業を利用しようとするときは，支給決定期間

満了日前６０日以内に第６条の規定による申請を行わなければならない。

（利用の変更及び中止）

第９条 利用者は，次の各号のいずれかに該当するときは，日中一時支援事業利用変更（中

止）届（様式第１５号）を市長に提出するものとする。

⑴ 利用者が，住所等を変更したとき。

⑵ 利用者の心身の状況に大きな変更があったとき。

⑶ 利用者負担額に変更があるとき。

⑷ 利用者が，事業の利用を中止しようとするとき。

（利用の取消し）

第１０条 市長は，利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，支給の決定を取

り消すものとする。

⑴ 利用者が，第５条に規定する対象者でなくなったとき。

⑵ 利用者が，不正又は虚偽の申請により支給の決定を受けたとき。

⑶ その他事業を利用することが不適当であると市長が認めたとき。

（利用の方法）

第１１条 事業者は，事業の実施に当たり利用者と直接契約するものとする。この場合におい

て，事業者は，当該利用者の決定通知書により支給の決定に係る事項を確認しなければなら

ない。

（事業の内容）

第１２条 この事業の内容は，事業者が障害者等を一時的に預かり見守るものとし，利用者か

らの希望に応じ，日常生活訓練及び事業所近辺の外出等は認めるものとする。ただし，工賃
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の発生する作業等，及びサービスの提供を受けている間の他のサービスの利用は認めない。

（開設時間）

第１３条 事業所の開設時間は，原則として午前９時から午後６時までの間において，利用者

が希望する時間帯とする。

（報酬額）

第１４条 この事業の実施に係る報酬の額（以下「報酬額」という。）は，次の表の左欄に掲

げる区分に応じ，同表の右欄に掲げる額とする。

実 施 時 間 報 酬 額

１時間まで １，０８０円

１時間超～２時間まで １，６２０円

２時間超～３時間まで ２，１６０円

３時間超～４時間まで ２，７００円

４時間超～５時間まで ３，２４０円

５時間超～６時間まで ３，７８０円

６時間超～７時間まで ４，３２０円

７時間超 ４，８６０円

２ 事業者が次の各号に掲げるサービスを提供した場合は，当該各号に定める額を前項の規定

による報酬額に加算するものとする。

⑴ 利用者の自宅と事業所との間において，当該利用者を送迎したとき。 片道につき５４０円

⑵ 次のいずれかに該当する利用者を受け入れたとき。 １日につき１，５００円

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制

定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年１０月３１日障発第１０３１００１号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「通知」という。）第２－２－⑷

－①に規定する行動援護の対象者

イ 通知第２－２－⑼－①－(一)に規定する重度障害者等包括支援の対象者

（利用料）

第１５条 市は，前条第１項に規定する報酬額の１００分の９０に相当する額（当該金額に

１０円未満の端数があるときは，その端数を切り上げた額。）及び同条第２項各号に規定す
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る加算分の全額を負担するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず，利用者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは，

市が報酬額及び加算分の全額を負担する。

⑴ 利用者の保護者の属する住民基本台帳上の世帯（利用者が満１８歳以上の障害者等であ

るときは，当該障害者等及びその配偶者のみの世帯に限る。）が市町村民税非課税世帯で

あるとき。

⑵ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）による被支援世帯（単給世帯を含む。）であるとき。

３ 前項第１号の市町村民税非課税世帯であることの認定については，事業の利用開始日が

４月１日から６月３０日までのものにあっては当該利用開始日の属する年度の前年度にお

ける市町村民税の課税状況によって，また，事業の利用開始日が７月１日から翌年３月

３１日までのものにあっては当該利用開始日の属する年度における課税状況によって，そ

れぞれ判定するものとする。

４ 利用者は，報酬額から第１項に定める市が負担する額を控除した額を事業者に支払うもの

とする。

（報酬の請求及び支払）

第１６条 事業者は，事業を実施した月の翌月１０日（実施した月が３月であるときは，３月

３１日）までに，市長に対し，当該月に係る実施内容を報告するものとする。

２ 市長は，前項の報告があったときは，その内容を検査しなければならない。

３ 事業者は，前項の検査に合格したときは，その報酬を日中一時支援事業請求書（様式第１

６号）により請求することができる。

４ 市長は，前項の請求があったときは，その内容を確認の上，当該請求があった日から３０

日以内に事業者に対し，市が負担すべき報酬額を支払うものとする。

（苦情解決）

第１７条 事業者は，事業に関する苦情処理窓口を設けなければならない。

２ 事業者は，事業の実施に関し，市長から指導又は助言を受けたときは，必要な改善を行う

とともに，当該改善の内容を市長に報告しなければならない。

（事故発生時の対応）

第１８条 事業者は，事業の実施において事故が発生した場合は，速やかに事故に対処し，市
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長及び保護者等に連絡しなければならない。

２ 事業者は，事業の実施において賠償すべき事故が起きた場合は，速やかに損害賠償を行わ

なければらない。

（遵守事項）

第１９条 事業者は，利用者に対して適切なサービスを提供できるよう，従業者の勤務の体制

を定めておかなければならない。

２ 事業者は，従業者の資質の向上のために，研修等の機会を確保しなければならない。

３ 事業者は，従業者，会計，利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し，サービ

スを提供した日の属する年度の翌年度の初日から５年間は保存しなければならない。

４ 事業者は，従業者に変更があったときは，速やかに，その旨を届け出なければならない。

（禁止事項）

第２０条 事業者は，事業の一部又は全部を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。

２ 利用者は，事業に係る利用の権利を第三者に譲り渡し，又は担保に供してはならない。

３ 事業者は，利用者の二親等内の親族（姻族を含む。）又は同居の親族を当該利用者に対す

るサービスの提供に従事させてはならない。

４ 事業者及び従業者は，正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。事業の

廃止後又は従業者でなくなったときも，同様とする。

（その他）

第２１条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

附 則

１ この要綱は平成１８年１０月１日から施行する。

２ 平成１８年度については，支給決定期間の更新に伴う事務作業量の平準化を図るために第

８条に規定する支給決定期間を別表のとおりとする。

３ 第１５条に規定する市の負担割合は平成２１年３月３１日までの間，報酬額の１００分の

９５に相当する額を負担するものとする。

附 則

この要綱は，平成２０年６月９日から施行し平成２０年５月１日より適用とする。

附 則

この要綱は，平成２０年７月１１日から施行する。
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附 則

１ この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。

２ 第１５条に規定する市の負担割合は平成２２年３月３１日までの間，報酬額の１００分の

９５に相当する額を負担するものとする。

附 則

１ この要綱は，平成２２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から平成２３年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，平成２３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から平成２４年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，平成２４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から平成２５年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日において，既に訪問介護に関する１級課程若しくは訪問介護に関する２級課程（以

下「旧課程」という。）を修了している者又は施行日の際に現に旧課程を受講中で施行日後

に当該旧課程を修了した者については，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第２条第２

項第４号に規定する介護職員初任者研修課程の修了者とみなす。

３ 施行日から平成２６年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，平成２５年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この要綱による改正後の第１４条第１項及び第１５条第１項の規定は，施行日以後の事業

の実施に係る報酬の額から適用し，施行日前の事業の実施に係る報酬の額については，なお

従前の例による。

附 則
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１ この要綱は，平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から平成２７年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，平成２７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から平成２８年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

３ この要綱による改正後の第１４条第２項第２号の規定は，平成２６年１０月１日から適用

とする。

附 則

この要綱は，平成２８年１月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は，平成２８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から平成２９年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，平成２９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から平成３０年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から平成３１年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，平成３１年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から平成３２年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から令和３年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第
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１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から令和４年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，令和４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から令和５年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から令和６年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。

附 則

１ この要綱は，令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日から令和７年３月３１日までの間は，旭川市障害者日中一時支援事業実施要綱第

１５条第１項中「１００分の９０」とあるのは，「１００分の９５」とする。


